
別紙４

（単位：円）

場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金
現金 現金手許有高 － 運転資金として － － 32,901
普通預金 伊予銀行空港通支店 － 運転資金として － － 36,744,316

愛媛銀行本店営業部 － 運転資金として － － 440,040
定期預金 伊予銀行空港通支店 － 運転資金として － － 500,000,000

537,217,257
事業未収金 － 令和５年３月分　介護報酬等 － － 57,509,429
未収補助金 － 令和４年度軽費老人ホーム事業補助金 － － 11,257,000
前払費用 － リサイクル預託金 － － 7,410

605,991,096

２　固定資産

（１）基本財産

土地
（アテーナ会拠点）
松山市保免中3丁目584番、585
番、586番、587番1、583番

－
第一種社会福祉事業である、特別
養護老人ホーム等に使用している

－ － 207,383,201

（ケアハウス拠点）
松山市保免中3丁目584番、585
番、586番、587番1、583番

－
第一種社会福祉事業である、軽費
老人ホーム等に使用している

－ － 101,780,383

309,163,584

建物
（アテーナ会拠点）
松山市保免中3丁目585番地 他

2006年度
第一種社会福祉事業である、特別
養護老人ホーム等に使用している

654,462,583 374,850,105 279,612,478

松山市保免中3丁目585番地 他
2011年度

第一種社会福祉事業である、特別
養護老人ホーム等に使用している

27,575,000 12,183,429 15,391,571

松山市保免中3丁目585番地 他
2014年度

第一種社会福祉事業である、特別
養護老人ホーム等に使用している

302,058,855 113,260,780 188,798,075

松山市保免中3丁目585番地 他
2016年度

第一種社会福祉事業である、特別
養護老人ホーム等に使用している

1,749,600 918,247 831,353

松山市保免中3丁目585番地 他
2019年度

第一種社会福祉事業である、特別
養護老人ホーム等に使用している

6,534,000 679,536 5,854,464

松山市保免中3丁目585番地 他
2021年度

第一種社会福祉事業である、特別
養護老人ホーム等に使用している

6,160,000 400,400 5,759,600

（ケアハウス拠点）
松山市保免中3丁目585番地 他

2006年度
第一種社会福祉事業である、軽費
老人ホーム等に使用している

335,133,510 164,865,448 170,268,062

666,515,603

975,679,187

（２）その他の固定資産

構築物 － 26,352,183 21,638,550 4,713,633
車輌運搬具 アルト他１台 － 利用者送迎用 901,789 901,787 2
器具及び備品 － 95,984,190 87,733,258 8,250,932
権利 施設利用権 － 1,125,000 1,125,000 0
ソフトウェア － 428,750 428,750 0

退職給付引当資産 普通預金　伊予銀行空港通支店 －
将来における職員の退職金の目的
のために積み立てている普通預金

－ － 30,503,878

役員退職慰労引当資産 普通預金　伊予銀行空港通支店 －
将来における役員の退職金の目的
のために積み立てている普通預金

－ － 30,600,000

差入保証金 多々良建志 － 駐車場用 － － 2,500,000

76,568,445

1,052,247,632

1,658,238,728

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

独立行政法人福祉医療機構他 － － － 29,959,000

事業未払金 令和５年３月分社会保険料他 － － － 14,249,967
預り金 令和５年３月分利用者負担金他 － － － 888,928
職員預り金 令和５年３月分源泉所得税他 － － － 5,011,161
賞与引当金 － － － 18,141,000

68,250,056

２　固定負債

設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構他 － － － 91,375,000
退職給付引当金 － － － 30,503,878
役員退職慰労引当金 － － － 30,600,000

152,478,878

220,728,934

1,437,509,794

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

　なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

　また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輌運搬具の〇〇には、会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

差引純資産

１年以内返済予定
設備資金借入金

流動負債合計

固定負債合計

負債合計

資産合計

財　　産　　目　　録

令和　５年　３月３１日現在

貸借対照表科目

小計

流動資産合計

小計

小計

基本財産合計

その他の固定資産合計

固定資産合計
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